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香美市特定事業主行動計画 

 

令 和 ３ 年 ３ 月 

   香 美 市 長 

香 美 市 議 会 議 長 

香美市選挙管理委員会 

香美市代表監査委員 

香 美 市 農 業 委 員 会 

香 美 市 消 防 長 

香 美 市 水 道 事 業 者 

香 美 市 教 育 委 員 会 

 

 

 

Ⅰ 総 論 

 １ 目 的 

   香美市における特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、次世代育成支援対

策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代育成法」という。）の規定及び女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活

躍推進法」という。）の規定に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本視点を踏まえ、

香美市長、香美市議会議長、香美市選挙管理委員会、香美市代表監査委員、香美市農業

委員会、香美市消防長、香美市水道事業者、香美市教育委員会が策定する特定事業主行

動計画です。 

 

 ２ 計画期間 

   本計画は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間を計画期間としま

す。 

 

３ 計画の推進体制 

   本計画を策定し推進するため、香美市特定事業主行動計画策定・推進委員会では、本

計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価

等を必要に応じて行うこととしています。 

 

 ４．女性職員の活躍に関する状況の把握 

   女性活躍推進法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基

づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内



- ２ - 

閣府令」という。）第２条に基づき、市長部局、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員事務

局、農業委員会事務局、消防本部、水道事業部局、教育委員会事務局において、それぞれの

女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行

った。 

 

 

 

①採用した職員に占める女性職員の割合 

（再任用者及び割愛採用者を除く。） 

区分 

平成30年度採用 令和元年度採用 令和２年度採用 

採用者数 女性職員

の割合 

採用者数 女性職員

の割合 

採用者数 女性職員

の割合 

一般事務 
男 8 

33.3% 
4 

33.3% 
3 

72.7% 
女 4 2 8 

土木技術職 
男 - 

- 
2 

0.0% 
- 

- 
女 - 0 - 

建築技術職 
男 - 

- 
1 

0.0% 
- 

- 
女 - 0 - 

保健師 
男 - 

- 
0 

100.0% 
0 

100.0% 
女 - 2 2 

保育士 
男 0 100.0% 0 100.0% 1 87.5% 

女 6 4 7 

消防士 
男 - 

- 
2 

0.0% 
5 

0.0% 
女 - 0 0 

調理員 
男 - 

- 
0 

100.0% 
- 

- 
女 - 1 - 

合計 
男 8 

55.6% 
9 

50.0% 
9 

65.4% 
女 10 9 17 
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②採用試験（第１次試験）の受験者の女性割合 

区分 

 

平成30年度実施分 令和元年度実施分 令和２年度実施分 

受験者数 女性職員

の割合 

受験者数 女性職員

の割合 

受験者数 女性職員

の割合 

事務職 
男 62 

33.3.％ 
85 

42.2％ 
105 

39.7％ 
女 31 62 69 

土木技術職 
男 - 

- 
0 

100.0% 
12 

7.7％ 
女 - 1 1 

建築技術職 
男 - 

- 
- 

- 
- 

- 
女 - - - 

保健師 
男 - 

- 
0 

100.0% 
0 

100.0% 
女 - 4 4 

保育士 
男 5 

73.7% 
7 

80.0% 
5 

76.2% 
女 14 28 16 

消防士 
男 - 

- 
42 

2.3% 
14 

6.7% 
女 - 1 1 

調理員 
男 - 

- 
- 

- 
1 

75.0％ 
女 - - 3 

合計 
男 67 

40.2% 
134 

41.7% 
137 

40.7% 
女 45 96 94 
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③女性職員の割合 

区分 

平成31年４月１日現在 令和２年４月１日現在 

人数 
女性職員の

割合 
人数 

女性職員の

割合 

事務職 
男 132 

41.3% 
127 

42.8% 
女 94 95 

土木技術職 
男 19 

0.0％ 
19 

0.0% 
女 0 0 

建築技術職 
男 3 

25.0％ 
3 

25.0％ 
女 1 1 

保育士 
男 1 

98.4％ 
2 

96.8％ 
女 62 61 

消防吏員 
男 55 

0.0％ 
57 

0.0％ 
女 0 0 

保健師 
男 0 

100.0％ 
0 

100.0％ 
女 19 20 

看護師 
男 0 

100.0％ 
0 

100.0％ 
女 3 3 

技能労務職 
男 3 

57.1％ 
3 

57.1％ 
女 4 4 

合計 
男 213 

45.9％ 
211 

46.6％ 
女 181 184 
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④平均した継続勤務年数の男女の差異 

部局 性別 人数 平均勤続年数 女性割合 

市長部局、市議会事務局、選挙管

理委員会事務局、監査委員事務

局、農業委員会事務局 

男 130 16.6 年 

55.8% 

女 164 15.9 年 

教育委員会 

男 20 20.1 年 

50.0% 

女 20 20.4 年 

消防本部 

男 58 18.2 年 

0.0% 

女 0 - 

公営企業（水道事業） 

男 3 21.0 年 

0.0% 

女 0 - 

各部局 計 

男 211 17.4 年 

46.6% 

女 184 16.4 年 

 

 

 

⑤職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間                 （単位：時間） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

令和元年度 16 17 9 14 11 13 14 15 12 13 13 15 

 

 

 

⑥管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

  男性管理職員

数 

女性管理職員

数 

管理職の女性

割合 

令和２年度 20 人 8 人 28.6％ 
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⑦各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 平成 30 年度～令和２年度 

（各年度とも４月１日時点） 

級 職 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 
伸び率 

（Ｒ2-Ｈ30） 

6 級 課長相当職 22.2% 25.0% 28.6% 6.4%ポイント 

5 級 班長相当職 39.3% 41.1% 45.5% 6.2%ポイント 

4 級 係長相当職 57.5% 54.8% 50.0% ▲7.5%ポイント 

3 級 主幹相当職 40.6% 42.7% 42.6% 2.0%ポイント 

2 級 主事相当職 60.5% 55.3% 51.1% ▲9.4%ポイント 

1 級 主事相当職 48.5% 54.5% 62.8% 14.3%ポイント 

 

 

 

⑧男女別の育児休業取得率（令和元年度） 

区分 
育児休業

取得率 

取得期間の状況 

2 週間未

満 

2 週間以

上 1月未

満 

1 月以上

半年未満 

半年以上

1年未満 

1 年以上 

一般事務 
男 0.0% - - - - - 

女 100.0% 0.0% 50.0％ 0.0% 16.7％ 33.3％ 

土木・建築

技術職 

男 0.0% - - - - - 

女 - - - - - - 

保健師・看

護師 

男 - - - - - - 

女 - - - - - - 

保育士 
男 - - - - - - 

女 100.0% - - 16.7％ 33.3％ 50.0％ 

消防士 
男 0.0% - - - - - 

女 - - - - - - 

技能労務職 
男 - - - - - - 

女 - - - - - - 
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⑨男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率 

 

  平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

合計取得率 71.4% 75.0% 70.0% 

5 日以上取得率 0.0% 25.0% 10.0% 

 

 

 

⑩年次有給休暇の取得日数の状況（平成31年１月１日～令和元年12月31日） 

【対象職員】全期間在職した職員で、育児休業、病気休職、派遣職員、再任用職員、 

非常勤職員であった者を除く。 

ⅰ）平均取得日数  

職種 平均取得日数 

一般事務職 11.1 日 

土木技術職・建築技術職 11.6 日 

保健師・看護師 10.9 日 

保育士 11.9 日 

消防吏員 16.6 日 

技能労務職 14.1 日 

全体 12.0 日 

 

ⅱ）取得日数が５日未満の職員割合 

職種 割合 

一般事務職 17.6% 

土木技術職・建築技術職 20.0% 

保健師・看護師 8.3% 

保育士 23.8% 

消防吏員 3.7% 

技能労務職 0.0% 

全体 14.5% 

 

 

⑪ハラスメント等対策の整備状況 

 香美市職員のハラスメント防止に関する要綱に基づき、一元的窓口を設置している。 
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Ⅱ 具体的な内容 

１ 職員の勤務環境に関するもの 

   仕事と家庭の両立を支援するため、家庭よりも仕事優先、育児は女性がするものとい

う考え方の意識改革、父親の積極的な育児参加の奨励、休業・休暇を取得しやすい環境

づくり、働き方の見直しや、多様な働き方の実現に向けて、令和３年度から以下の取組

みを進めます。 

 (1) 各種制度の周知 

   育児休業、母性保護、休暇、勤務時間、超過勤務の制限や、共済組合による出産費用

の給付等の経済的な支援措置など、仕事と家庭の両立を支援する制度について、庁内 LAN

等を活用し、情報提供を行い、全職員に周知・徹底を図ります。 

   また、所属長や職員に対する研修等において「仕事と家庭の両立支援」についての啓

発に努めます。 

 (2) 妊娠中及び出産後における配慮 

  ① 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、所属長は、職場内の業務分担の見直しを行い

ます。 

  ② 妊娠中の職員に対し、所属長は、超過勤務を原則として命じないこととします。 

 (3) 子どもの出生時における父親の休暇の取得促進 

   男性職員の育児参加を促進するため、妻が出産する場合の特別休暇（２日間）、育 

児参加のための特別休暇（５日間）及び年次休暇の取得の促進を図るため、所属長は、 

父親となる職員に休暇の取得を促すとともに、取得しやすい職場の環境づくりに努め 

ます。 

 

数値目標 （次世代育成法、女性活躍推進法） 

 このような取組みを通じて、男性職員の配偶者出産休暇取得率を、令和７年度までに、

１００％にします。また、育児参加のための休暇取得率を５０％以上にします。 

 

 (4) 育児休業等を取得しやすい環境の整備 

  ① 育児休業等の取得の促進 

    所属長は、親となる職員の育児休業等の予定を事前に把握し、育児休業等を予定 

していない職員については取得を促します。 

  ② 育児休業取得時の代替要員の確保 

    職員が育児休業に入る際には、所属長は、職員が安心して休業できるよう職場内 

の仕事の分担の見直しを行うとともに、会計年度任用職員の採用により代替要員の 

確保に努めます。 

  ③ 育児休業を取得した場合の職員の円滑な職場復帰の支援 

    育児休業中の職員に対し、休業期間中の職場や業務の状況について情報提供を行 
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うとともに、職場復帰時において、本人の希望により研修等を実施します。 

 

数値目標 （次世代育成法、女性活躍推進法） 

  このような取組みを通じて、令和７年度までに育児休業の取得率を、男性職員１０％以

上、女性職員１００％の取得継続を目指します。 

 

 (5) 超過勤務の縮減 

  ① 超過勤務縮減のための意識啓発等 

    職場における常態的な超過勤務は、子育てをする職員の負担となることから、所属

長は、職員の超過勤務の状況等を的確に把握した上で、個々の職員に対し指導するな

ど、超過勤務のできる限りの縮減に努めます。 

  ② 定時退庁日の実施 

    毎週水曜日、毎月１９日（育児の日とする。）を定時退庁日とし、庁内 LAN 等による

注意喚起により、定時退庁の徹底を促します。 

  ③ 業務の見直し 

    新規業務が生じる中で、超過勤務を縮減するために、既存業務について合理化等の

見直しを行い、事務の簡素・合理化を推進します。 

  ④ 職場の環境整備 

    所属長は、率先して早期退庁するとともに、勤務時間外における会議・打合せを自

粛するなど、職員が早期退庁しやすい環境づくりに努めます。 

 

 (6) 休暇取得の促進 

   休暇取得促進のため、所属長は、年間業務計画や休暇取得計画の策定、業務配分の見

直し、職場内における応援体制の確立、自ら率先した休暇の取得等、職員が休暇を取得

しやすい環境づくりに努め、個々の職員の年次休暇等取得状況を定期的に把握し、取得

日数の少ない職員については休暇の取得を促します。 

  ① 年次休暇の取得の促進 

    子どもの学校行事等（入学式、卒業式、授業参観、学芸会、運動会、PTA 活動な 

ど）への参加や家族の記念日等（家族の誕生日、結婚記念日など）における休暇の 

計画取得、個々の職員の年間を通じた年次休暇等使用計画表の作成・活用などによ 

り、年次休暇の取得促進を図ります。 

  ② 連続休暇の取得の促進 

    ゴールデンウィーク期間や夏季休暇期間の前後における休暇の取得、月曜日・金曜

日と休日を組み合わせた休暇の取得などにより、連続休暇の取得促進を図ります。 

 

 



- １０ - 

 数値目標 （次世代育成法） 

   このような取組みを通じて、令和７年度までに、全ての職員（休職等の職員を除く）

が年間５日以上の年次有給休暇の取得と、職員一人当たりの年次有給休暇の年間取得

日数（令和元年平均取得日数１２．０日）を１５日に増加させることを目指します。 

 

  ③ 子どもの看護休暇等の取得促進 

    子どもの病気等の際には特別休暇（年間５日以内）や年次休暇を活用して休暇を 

取得しやすい職場の環境づくりに努めます。 

 

 (7) 職場優先の環境是正のための取組み 

   職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正、ハラスメントの防止等につ 

いて、情報提供や研修等による意識啓発を行います。 

 

２ その他次世代育成支援対策に関する事項 

   地域社会の中で、子ども達の豊かな人間性を育むための次世代育成支援対策について、

以下の取組みを積極的に推進していきます。 

 

(1) 子育てバリアフリーの促進 

子ども連れの来庁者に配慮したトイレ、ベビーベッド、授乳室等の設置に努めるとと

もに、親切な応接対応など、ソフト面においてもバリアフリーの取組みを推進します。 

 

 (2) 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

子どもが参加するスポーツ・文化活動など地域に貢献する子育て支援活動への職員の

積極的な参加を支援します。 

 

 (3) 子どもと触れ合う機会の充実 

   子どもたちの社会見学としての市役所訪問を歓迎し、小中学生の理解を深めることに

協力します。 

 

３ その他女性職員の活躍の推進に関する事項 

  能力を有する女性職員を管理的地位へ登用することについて、以下の取組みを積極的に推進

していきます。 

 

 (1) 積極的な研修への派遣 

キャリア形成支援のため、女性職員のみの研修や外部研修（自治大学校、市町村アカデミ

ー等）への派遣に努めます。 
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 (2) 幅広い職場への人事配置の一層の推進 

   女性職員の個人の能力、適性等に応じた配置を行うことともに、人事・財政・企画・議

会担当等、多様なポストに積極的に配置する。  
 (3) 人材プールの確保 

   係長・班長・課長の各役職段階における人材プールの確保を念頭に置いた人材育成に努め

ます。 


